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８．請求書入力  

契約締結後、大阪府に対して契約金額を請求する際に使用します。 

請求金額については、大阪府と協議の上、入力していただく必要があります。 

 

 

 

 

①大阪府電子契約ポータル画

面（ログイン後）の「案件ご

とのお知らせ」から請求を行

いたい案件の請求書欄にある

提出をクリックします。 

 

 

 

 

②「請求書入力」画面が表示

されます。 

 

③請求区分に請求対象とな

る区分を選択します。 

 

※請求区分を“単価契約工

種”とした場合、指示検査日

を入力する。 

 

④請求金額欄に、請求金額を

入力する。 

 

⑤事業者独自の請求書を送

付する必要がある場合は、独

自請求書の有無を“あり（ポ

ータルから送付）”もしくは、

“あり（郵送）”を選択する。 

 

⑥送信をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「請求書入力」画面の呼び出し方 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    請求金額の参考金額表示 

請求区分を選択すると、それに対応する請求金額が、請求金額入力欄に金額が初期表示され

ます。実際の請求金額は、大阪府と協議した上で確定する場合もあるため、あくまで参考金

額となります。 

請求金額を確認し、変更があれば訂正して請求するようにしてください。 


